
令和元年度　愛媛県国保特別会計決算

及び

令和２年度　愛媛県国保特別会計予算

資料　１



【改革前】 市町村が個別に運営
【改革後】 都道府県が財政運営責任を担う

など中心的役割

市町村
都道府県

[都道府県の役割]

○財政運営責任

○市町村ごとの納付金の決定

○市町村ごとの標準保険料率等の設定

○市町村が行う事務の標準化 等

[市町村の役割]

○資格管理

○保険料（税）の賦課・徴収

○保険給付

○保健事業

[市町村の役割]

○財政運営責任

○資格管理

○保険料（税）の賦課・徴収

○保険給付

○保健事業

都道府県が市町村ごとに決定した

国保事業費納付金を市町村が納付

・国の財政支援の拡充

・都道府県が、国保の運営に
中心的役割を果たす市町村

市町村

市町村

市町村

市町村

国保運営方針
(県内の統一的方針)

給付費に必要な費用を、
全額、市町村に支払う（交付金の交付）

○平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の

国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化

・給付費に必要な費用は、全額、都道府県が市町村に交付

・将来的な保険料負担の平準化を進めるため、都道府県は、市町村ごとの標準保険料率を提示（標準的な住民負担の見える化）

・都道府県は、国保の運営方針を定め、市町村の事務の効率化・広域化等を推進

○市町村は、地域住民と身近な関係の中、資格管理、保険給付、保険料率の決定、賦課・徴収、保健事業等、

地域におけるきめ細かい事業を引き続き担う

国保制度改革の概要（運営の在り方の見直し）

住民に身近な役割は

これまでどおり市町村が
実施

支出

① 保険給付に必要な費用を、

全額、市町村へ交付

②災害等による保険料の減

免額等が多額であることや、

市町村における保健事業

を支援するなど、市町村に

特別な事情がある場合に、

その事情を考慮して交付

支出

保険料 保険給付費

支出

保険料 保険給付費

納付金 交付金

○ 都道府県が財政運営の責任主体となり、市町村ごとの国保事業費納付金の額の決定や、保険給付に必要な費用

を、全額、市町村に対して支払う（保険給付費等交付金の交付）ことにより、国保財政の「入り」と「出」を管理する。

※ 都道府県にも国保特別会計を設置

○ 市町村は、都道府県が市町村ごとに決定した納付金を都道府県に納付する。

※ 納付金の額は、市町村ごとの医療費水準と所得水準を考慮

都道府県の国保特別会計

市町村の

国保特別会計

市町村の

国保特別会計 Ａ市

改革前 改革後

公費

・定率国庫負担
・保険料軽減 等

収入
公費

保険料軽減 等

公費

収入定率国庫負担 等

収入

改革後の国保財政の仕組み



前期高齢者
交付金

461億円
（471億円）

国　費 438億円
（417億円）

基金繰入金
12億円

（22億円）

前年度繰越金
12億円

（12億円）
国費返還金

20億円
（20億円）

その他
7億円

（2億円）
その他

2億円
（2億円）

※（　　　）は予算額

             その他歳入・・・特別高額医療費共同事業交付金、療養給付費交付金など
             その他歳出・・・特別高額医療費共同事業拠出金、前期高齢者納付金、保健事業費など

85億円
（89億円）

保険給付費等
交付金

1,123億円
（1,146億円）

令和元年度　愛媛県国民健康保険事業特別会計　決算

歳　入　1,409億円
　　　　 （1,415億円）

歳　出　1,391億円
　　　　 （1,415億円）

国保事業費
納付金

394億円
（402億円）

後期高齢者
支援金

181億円
（182億円）

県　費

介護納付金 65億円
（65億円）

【令和元年度決算状況】

○歳 入・・・・約１，４０９億円

○歳 出・・・・約１，３９１億円

○差引収支・・・約１８億円の黒字

（予算額に対する決算額の状況）

歳入：▲６億円

〔前期交付金（▲10）、国費（＋21）、納付金（▲８）、県費（▲4）、基金（▲10）、その他（＋５）〕

歳出：▲24億円
〔保険給付費等交付金（▲23）、後期支援金（▲１）〕

前期高齢者の加入率

が高い国保に対する

被用者保険からの支

援金

市町からの納付金

国からの交付金

県の法定負担

主に医療費

後期高齢者医療

制度への支援金

介護保険制度へ

の納付金

交付超過となっ

た国費への返還前年度からの繰越金

財源不足が見込まれ

る場合に活用できる

基金からの繰入金



前期高齢者
交付金

488億円

国　費 404億円

介護納付金 66億円

その他 3億円 その他 2億円

その他歳入・・・財政安定化基金繰入金、特別高額医療費共同事業交付金など

その他歳出・・・財政安定化基金積立金、特別高額医療費共同事業拠出金、前期高齢者納付金など

令和２年度　愛媛県国民健康保険事業特別会計予算（当初予算）

歳　入　　1,361億円 歳　出　　1,361億円

保険給付費等
交付金

1,112億円

国保事業費
納付金

383億円
後期高齢者
支援金

181億円

県　費 83億円

負担金、業務委託料【240万円】

貸付・交付

積立・償還

・医療分 ・医療分 ・医療分
・後期高齢者支援分 ・後期高齢者支援分 ・後期高齢者支援分

・介護分 （介護分は年金天引き）

※金額はＲ２年度当初予算要求ベース

県国民健康保険事業特別会計の概要

40歳未満 40～65歳未満 65～75歳未満
保　険　料 保　険　料 保　険　料

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金・基盤安定負担金【51億円】

（保険料軽減分、保険者支援分）

県

国保特別会計

【１,361億円】

国負担金等【404億円】

・療養給付費等負担金【245億円】 ・高額医療費負担金【10億円】

・調整交付金【133億円】 ・特別高額医療費負担金【0.5億円】

・保険者努力支援制度交付金【13億円】 ・特定健康診査等負担金【1.9億円】

国一般会計

県繰出金【83億円】

・特定健診等負担金【1.9億円】

・県繰出金（調整交付金）【72億円】

・高額医療費負担金【10億円】

・事務費【621万円】

県一般会計

前期高齢者交付金 【488億円】

後期高齢者支援金 【181億円】

前期高齢者納付金 【0.5億円】

介護納付金 【66億円】

市 町

保険給付費等交付金

【1,112億円】
納付金

【383億円】

財政安定化基金

県国民健康保険団体連合会

市町の一般会計に対する助

成制度のため、県特会を経由

しない。

積立金【448万円】

（公社）国民健康保険中央会

取崩・利子【448万円】

被保険者

保険料 保険給付

ヘルスアップ支援事業費【0.7億円】


